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①新たな地域医療構想について

【新たな地域医療構想の基本方針】

医療と介護の複合ニーズを抱える85歳以上の高齢者の増加や人口減少がさらに進む2040年、

さらにその先を見据え、全ての地域・全ての世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら

生活し、必要に応じて入院して、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可

能な働き方を確保できる医療提供体制を構築。

【新構想の基本方針を踏まえた現構想との相違点】

• 新構想は保健医療計画の上位概念とし、入院医療だけでなく、外来・在宅医療、医療介護

連携、医療従事者確保、精神医療を含む将来の医療提供体制全体の方向性を議論。

• 新設する「医療機関機能」により、地域ごとの医療機関の役割を明確化して地域の医療提

供体制確保に向けた連携や役割分担を協議し、基金により取組の推進を支援。

• 外来医療や在宅医療も将来の医療需要や地域差に係る指標を推計して地域の協議で活用。

• 在宅医療や医療介護連携の議論では調整会議の構成員として市町村を明確化し、介護側の

課題と医療側の課題を共有して、医療と介護の連携を進める。

• 医師確保計画や各職種に関する需要推計等を踏まえた将来の医療提供体制の確保に向けた

人材確保の方向性を反映すると共に、取組の好事例の横展開を図る。
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②新たな地域医療構想の策定スケジュールについて

時期 内容

令和６年度 新たな地域医療構想等に関する検討会（国）

令和７年度 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会（国）
「新たな地域医療構想策定ガイドライン」の発出（３月末予定）

令和８年度 新構想策定開始
「必要病床数等推計ツール」の配布（国）
「精神医療におけるガイドライン」の発出（令和８年度中）

令和９～10年度 令和10年度中までに新構想策定

～令和22年（2040年） 2040年を見据えた効率的かつ効果的な医療提供体制の構築

段階 主な取組内容 想定時期

①スケジュール
共有・現状把握

人口推計・医療需要推計・医療資源状況等の基本データを関係者間
で共有し、構想区域の見直しから検討を開始

令和８年度～

②課題・目的の
設定

医療提供や医療機関機能の確保について、構想区域ごとや県全体で
取り組むべき課題や目的を設定

～令和９年度
上半期

③対応案の検
討・構想の策定

取組の方向性を、医療提供体制や医療アクセス、人材確保等の観点
をふまえて調整会議で協議のうえ、新構想を策定

～令和10年度

④取組の推進 構想の達成に向けた具体的な取組は、第９次医療計画改訂過程で検
討し、2035年を目途に一定の成果を目指す

令和11年度～

都道府県における新構想の策定プロセス
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③構想区域の見直しについて

【現状】

• 現構想では、構想区域は二次医療圏に原則として一致。

• 二次医療圏の半数近くが20万人以下であり、人口減少も進む中、入院医療等の完結は困難
になっている。

圏域 人口(人) 面積(㎢)

大津 345,202 464.51

湖南 346,649 256.39

甲賀 142,909 552.02

東近江 226,814 727.97

圏域 人口(人) 面積(㎢)

湖東 155,375 392.04

湖北 150,920 931.41

湖西 46,379 693.05

滋賀県 1,414,248 4,017.38

出典：第８次滋賀県保健医療計画（人口：令和２年国勢調査、面積：令和３年全国都道府県市区町村別面積調）

【新構想における構想区域の考え方】

• 現在の患者動向を前提に、人口動態や医療資源、医療アクセス等を踏まえ、必要に応じて
構想区域の広域化を検討。

• 将来にわたって医療機関機能を確保し、必要病床数等の制度運用や地域医療の実効的な協
議ができる適当な単位を検討。

• 交通等の整備状況による医療資源の偏在や人口規模等が小さすぎることによって多くの医
療が区域内で完結しなくなる等の地域の実態に留意して検討。

• 隣接する他県の区域と実質的に流出入がある場合は、医療提供にかかる連携も検討。
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④医療機関機能報告について

○医療ニーズ多様化や増加に対して、限られた医療資源の地域全体での効率的な活用が必要。

○地域ごとに各医療機関が担う役割を「医療機関機能」として明確化して、地域の医療提供

体制の確保に向けた役割分担や連携を推進。

時期 段階

令和８年度 各医療機関が自ら検討し、現在担う機能に近い医療機関機能や2040年に
向けて担う機能を報告

令和９年度頃 調整会議で報告結果と診療実績等の客観的データをふまえて協議

令和10年度(策定)まで 各医療機関が2040年に向けて担う医療機関機能を決定

新構想策定後 2035年を目途に一定の成果の確保を目指す（必要に応じて見直しも想定）

【地域ごとの医療機関機能】
• 急性期拠点機能
• 高齢者救急・地域急性期機能
• 在宅医療等連携機能
• 専門等機能

【広域な観点の医療機関機能】
• 医育及び広域診療機能

【医療機関機能の役割分担に向けた協議】
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⑤急性期拠点機能と高齢者救急・地域急性期機能について

【急性期拠点機能】

・ 人口の少ない地域では１つ、地方都市型では人口20〜30万人に１つとして１～複数確保。

・ 災害医療や感染症への対応、医育(臨床・専門研修)、地域医療機関への人的協力等の政
策医療も担う。

・ 診療実績データを基本に、政策医療・経営・建物の状況等も踏まえ、地域で協議。

【高齢者救急・地域急性期機能】

• 特定施設に限らず二次救急を幅広く受け入れ、介護施設の協力医療機関として連携。

• 救急隊との情報連携・平時からの治療方針共有体制を構築。

• 高齢者救急の救急搬送における実施基準に位置付けを検討。

• 介護側のリハビリ資源を理解し、早期退院・適切な受診につなげる体制を確保。

地域での持続可能な医療従事者の働き方や医療の質の確保に資するよう、手術や救急医
療等の医療資源を多く要する症例を集約化した医療提供を行う

高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れるとともに、必要に応じて専門病院や施設等
と協力･連携しながら、入院早期からのリハビリテーション･退院調整等を行い、早期の
退院につなげ、退院後のリハビリテーション等の提供
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⑥在宅医療等連携機能と専門等機能について

【在宅医療等連携機能】

・ 人口の少ない構想区域や在宅医療機関が不足する地域では、医療資源に応じた在宅医
療・訪問看護を提供。

・ 地域の診療所での在宅医療実施が多い場合は、後方支援や介護施設と連携。

・ 往診・オンライン診療（D to P with N を含む）・遠隔モニタリング等を積極活用し、
効率的な提供体制を構築。

【専門等機能】

• 集中的リハビリを提供する医療機関には、入院に加え外来・在宅での提供を期待。

• 中長期入院を担う医療機関には、多疾病併存(マルチモビディティ)患者への対応を期待。

• 有床診療所は原則として専門等機能を選択するが、在宅医療の積極提供や高齢者救急受入
を担う場合は各機能として報告。

• 一部の診療科に特化した診療を行う医療機関は、基本的に専門等機能を報告。

在宅医療等連携機能は、地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、
訪問介護等と連携した24時間の対応や入院対応を行う

他の機能にあてはまらないが、集中的なリハビリテーション、中長期にわたる入院医療
機能、有床診療所の担う地域に根ざした診療機能、一部の診療科に特化し地域ニーズに
応じた診療を行う
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⑦医育及び広域診療機能について

【医育及び広域診療機能】

・ 大学病院本院と都道府県の双方向の情報連携に基づく人的協力のあり方を協議。

・ 地域の連携・再編・集約化に沿った急性期拠点機能への外科医・麻酔科医等の人的協力。

・ 地域枠医師の民間病院を含めた構想に沿った人的協力・派遣。

・ 小児がん・移植医療等の希少症例は、県単位やより広域な連携により医療提供を維持。

・ 医育では地域で多様な症例に対応できる人材を育成する体制を構築。

・ 大学病院本院は、医療機関機能として医育及び広域診療機能のみを報告。

大学病院本院が担う機能として、常勤医・代診医の広域派遣、医師の卒前・卒後教育を
含む医療従事者育成、広域診療の提供、およびこれらの機能が地域全体で確保されるよ
う都道府県と連携する
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⑧病床機能について

【現構想の課題】

・ 高度急性期と急性期、急性期と回復期の区分がわかりづらい。

【病床機能について】

・ 回復期機能と高齢者救急等の一部の急性期機能をあわせ持つ「包括期機能」を設定。

・ 高度急性期機能と急性期機能は個別報告するが、地域での医療提供にかかる協議では、
２つの機能の病床数を一体として扱う。

・ 病床機能に対応する入院料の種類の目安を示し、一定の客観性を持たせる。

高
度
急
性
期

救命救急入院料
• 特定集中治療室管理料
• ハイケアユニット入院医療管理料
• 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
• 小児特定集中治療室管理料
• 新生児特定集中治療室管理料
• 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
• 総合周産期特定集中治療室管理料
• 新生児治療回復室入院医療管理料
• 一類感染症患者入院医療管理料

急
性
期

急性期一般入院料１～６
• 特定機能病院入院基本料（7:1、10:1）
• 専門病院入院基本料（7:1、10:1)
• 小児入院医療管理料１～３

包
括
期

• 地域一般入院料１～３
• 専門病院入院基本料（13:1）
• 有床診療所入院基本料１、４
• 地域包括医療病棟入院料
• 小児入院医療管理料４、５
• 回復期リハビリテーション病棟入院料・入院医療管理料
• 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料
• 特定一般病棟入院料
• 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

慢
性
期

• 療養病棟入院料１～２
• 障害者施設等入院基本料（7:1～15:1）
• 有床診療所入院基本料２、３、５、６
• 有床診療所療養病床入院基本料
• 特殊疾患入院医療管理料
• 特殊疾患病棟入院料
• 緩和ケア病棟入院料

【病床機能報告における報告の目安(案)】令和８年１月16日第９回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料
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⑨必要病床数の推計について

【現構想の課題】

• 必要病床数の算出に用いている病床稼働率（急性期 78％）では経営が成り立たない。

• 現在の低い病床利用率を用いると必要量が過大になるおそれがある。

• 人口推計・医療需要・医療提供体制が変化する中、必要病床数が見直されていない。

• 機能別の必要病床数（患者単位）と実際の病床数（病棟単位）の間に差異が生じる。

【新構想における推計の考え方】

• 病床稼働率は、極端に低稼働の病床を除いた中央値に医療DX等の効率化分を見込む。

高度急性期 79％、急性期 84％、包括期 89％、慢性期 92.5％

※ 現行：高度急性期 75％、急性期 78％、回復期 90％、慢性期 92％

• 75歳以上の急性期の入院医療の患者のうち、手術等を実施する患者は約４割であるため、

これまでは急性期区分の75歳以上の患者の５割を包括期の需要として推計。

• 入院受療率低下や現構想の取組効果として、現構想の見込みと現状の需要の差分を反映。

• 回復期リハビリ算定の整形外科患者は、リハビリのさらなる効果的・効率的な提供による

平均在院日数の短縮を見込む。

• 必要病床数は令和12年・令和18年の医療計画改訂に合わせて見直しを予定。

• 必要病床数と病床機能報告の病床数について、病棟によらない地域の医療需要と病棟ごと

のサービス提供単位の病床数の総和という違いがあり、必ずしも一致しないことがガイド

ラインに明記。
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⑩保健医療計画と新たな地域医療構想の関係について

【現状】
・ 現構想は保健医療計画の一部として位置づけ。

・ 構想区域は原則として保健医療計画の二次医療圏に一致。

【新たな地域医療構想との関係】
・ 新構想は地域の医療提供体制全体の確保を図る指針として、保健医療計画の方向性を示

す上位概念に位置づけ。

・ 保健医療計画では、第９次保健医療計画から新構想の方向性に基づき、５疾病・６事業

や外来医療、在宅医療、医療と介護の連携、医療従事者の確保等の具体的取組を定める。

・ 二次医療圏は、原則として第９次医療計画から新構想の構想区域と一致。

令和６年12月３日第13回新たな地域医療構想等に関する検討会資料 12



⑪地域医療構想における外来医療の考え方について

【2040年に向けた課題】
・ 外来医療の需要は全国的に減少傾向。

・ 診療所医師の高齢化(平均60歳以上)が進み、人口の少ない地域は診療所数も減少傾向。

【新構想における方向性】
・ かかりつけ医機能報告等を踏まえ、診療所中心の外来体制維持とアクセス確保の観点か

ら体制を協議。

・ 診療所が減少する地域では病院中心に体制を構築し、対面を基本にオンライン診療を組

み合わせた外来医療を提供。

・ リハビリ・栄養・口腔管理を適切に提供し、医療保険・介護保険のリハビリを活用して

速やかな在宅復帰を推進。

・ へき地等においては、オンライン診療の活用を推進。

《滋賀県の外来患者数について》出典：令和６年10月17日 第10回新たな地域医療構想等に関する検討会資料

・ 大津・湖南は2040年以降まで増加傾向。

・ 甲賀・東近江・湖東・湖北・湖西は、2040年以前にピークを迎え、減少傾向。

圏域 平成26年 平成29年 令和２年 令和５年

大津 273 277 296 306

湖南 258 266 290 306

甲賀 84 87 89 90

東近江 139 145 148 156

圏域 平成26年 平成29年 令和２年 令和５年

湖東 108 113 117 112

湖北 114 118 118 121

湖西 39 38 42 43

滋賀県 1,015 1,044 1,100 1,134

《滋賀県の診療所数について》出典：滋賀県外来医療計画および滋賀県保健医療計画より抜粋
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⑫地域医療構想における在宅医療の考え方について

【2040年に向けた課題】

・ 在宅医療の患者数は2013〜2022年にかけて増加し、2040年に向けても大半の地域で需要
増加が見込まれるが、提供する診療所数は近年横ばい。

・ 在宅医療では医療従事者の患家への移動も必要なため、医療提供の効率化に課題。

【新構想における方向性】

・ 在宅医療の提供実態・需要の将来見込みを把握して充足可能か確認。

・ 在宅医療・介護施設・療養病床は患者像が重複する場合があり、慢性期の需要を地域全
体で支える体制を構築。

・ 歯科との口腔健康管理体制・薬局との薬剤情報連携体制の構築が重要。

・ オンライン診療等の効率化・病院の実施体制強化・介護施設等の資源活用を組み合わせ、
効率的な提供体制を構築。

《滋賀県の在宅医療に係る患者の実人員》出典：滋賀県保健医療計画
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⑬地域医療構想における医療と介護の連携の考え方について

【2040年に向けた課題】

・ 85歳以上の高齢者は医療・介護の複合ニーズを有する場合が多く、認知症患者の増加も
あり複合的ニーズへの対応が課題。

・ 医療機関と介護施設の日常的な連携による対応力強化が、状態悪化の防止・救急搬送の
減少・円滑な入院につながる。

【新構想における方向性】

・ 療養病床・介護施設定員・在宅医療機関数等を踏まえ、介護保険事業支援計画との整合
を図りながら体制整備・人材確保に取り組む。

・ 介護老人保健施設・介護医療院等の機能を医療関係者が、各医療機関の機能を介護関係
者が相互に把握し連携を推進。

・ 高齢者施設等での医療ニーズへの対応強化、介護施設機能活用による早期退院促進、協
力医療機関の確保の推進。

《滋賀県の施設サービスの定員数》（単位：人）出典：レイカディア滋賀高齢者福祉プラン
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⑭地域医療構想における人材確保の考え方と精神医療について

人材確保の考え方について

【2040年に向けた課題】

・ 医療従事者確保が困難な中、2040年に向けて生産年齢人口の減少が加速し、医療提供体
制の確保が一層重要。

・ 診療所医師は平均年齢60代以上と高齢化し、医師偏在が課題。

・ 歯科医師・薬剤師・看護師等についても、養成のあり方や偏在等が課題。

【新構想における方向性】

・ 医師確保は、医師確保計画・偏在是正の総合対策パッケージで取組が進められている。

・ 医師以外の医療従事者は、第８次医療計画等で人材確保の取組が進められている。

・ 今後は、各職種で新たに人材確保等の方向性が定まった場合にガイドライン又は医療計
画に反映。

新たな地域医療構想における精神医療について

• 新構想が地域の医療提供体制全体の構想となるため、精神医療も構想に位置づけられる。

• 改正医療法成立後の検討事項とされていたため、令和８年度から「精神医療におけるガイ

ドライン」の発出に向けた検討が進められる。

• 病床機能報告と医療機関機能報告においては、令和９年10月の報告から精神病床が対象に

追加となる見込み。
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⑮令和８年度滋賀県医療審議会の開催予定(案)について

• 保健医療計画の中間見直し、外来・医師確保計画改定について、国方針(ガイドライン)の
発出をふまえてスケジュールが調整となる可能性があります。

• 新たな地域医療構想の策定については、令和９年度まで継続する予定です。

年月 医療審議会 新たな地域医療構想 滋賀県保健医療計画

令和８年
４月

策定ガイドライン発出
医療計画の中間見直し方針発出
外来医療・医師確保計画改定ガイドライン発出

５月

６月 第１回審議会 新構想策定方針（諮問） 中間見直し・改定方針（諮問）

７月

８月 第２回審議会 新構想骨子 中間見直し・改定骨子

９月 (第１回計画部会)

10月 (第２回計画部会)

11月 第３回審議会 中間見直し・改定素案

12月

令和９年
１月

２月

３月 第４回医療審議会 ※令和９年に策定作業継続 中間見直し・改定案（答申）

県民政策コメント
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